
議案第６号 

 

木津川市介護保険条例の一部改正について 

 

木津川市介護保険条例（平成１９年木津川市条例第１１３号）の一部を別紙のとお

り改正する。 

 

令和３年２月２４日提出 

 

                木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由 

「第８期木津川市介護保険事業計画」により算出した給付見込額に基づき、令和３

年度から令和５年度までの介護保険料を定めるため所要の改正を行うものです。 

また、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第３８１号）」

の公布により「介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）」の一部が改正され、

令和３年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。 

 



 

木津川市条例第   号 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

木津川市介護保険条例（平成１９年木津川市条例第１１３号）の一部を次のように

改正する。 

 

第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」

に改め、同項第１号中「２８，７００円」を「３１，４００円」に改め、同項第２号

中「４１，４００円」を「４５，３００円」に改め、同項第３号中「４４，６００円」

を「４８，８００円」に改め、同項第４号中「５７，３００円」を「６２，７００円」

に改め、同項第５号中「６３，６００円」を「６９，６００円」に改め、同項第６号

中「７３，２００円」を「８０，１００円」に改め、同号ア中「３５条の２第１項」

の次に「、第３５条の３第１項」を加え、「とする。以下この項において同じ」を「と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ」に改め、同項第

７号中「８２，７００円」を「９０，５００円」に改め、同項第８号中「９８，６０

０円」を「１０７，９００円」に改め、同項第９号中「１０８，２００円」を「１１

８，４００円」に改め、同項第１０号中「１１７，７００円」を「１２８，８００円」

に改め、同項第１１号中「１２７，２００円」を「１３９，２００円」に改め、同項

第１２号中「１３６，８００円」を「１４９，７００円」に改め、同項第１３号中「１

４６，３００円」を「１６０，１００円」に改め、同項第１４号中「１４９，５００

円」を「１６３，６００円」に改め、同条第２項中「令和２年度」を「令和３年度か

ら令和５年度までの各年度」に、「１９，１００円」を「２０，９００円」に改め、

同条第３項中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に、「３

１，８００円」を「３４，８００円」に改める。 

 附則に次の１条を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

第９条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年法



 

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定に

ついての第４条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、

第１１号ア、第１２号ア及び第１３号アに係る部分に限る。）の規定の適用につい

ては、同項第６号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定によって

計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した金額の合計額

から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）によ

るものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合

において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとす

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の木津川市介護保険条例第４条の規定は、令和３年度分の保険料から適用

し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 



 

参考資料（議案第６号） 

 

木津川市介護保険条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） （旧） 

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略） 

（保険料率）  （保険料率） 

第４条 令和３年度から令和５年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号

に掲げる第１号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第４条 平成３０年度から令和２年度ま

での各年度における保険料率は、次の各

号に掲げる第１号被保険者の区分に応

じそれぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 

３１，４００円 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号。以下「令」という。）

第３９条第１項第１号に掲げる者 

２８，７００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げ

る者 ４５，３００円 

（２） 令第３９条第１項第２号に掲げ

る者 ４１，４００円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げ

る者 ４８，８００円 

（３） 令第３９条第１項第３号に掲げ

る者 ４４，６００円 

 （４） 令第３９条第１項第４号に掲げ

る者 ６２，７００円 

（４） 令第３９条第１項第４号に掲げ

る者 ５７，３００円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げ

る者 ６９，６００円 

（５） 令第３９条第１項第５号に掲げ

る者 ６３，６００円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ８

０，１００円 

（６） 次のいずれかに該当する者 ７

３，２００円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（以下「合計

所得金額」という。）（租税特別措

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第２９２条第１項第１３号に

規定する合計所得金額（以下「合計

所得金額」という。）（租税特別措



 

置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項、第３

５条の３第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、当該合計

所得金額から令第２２条の２第２

項に規定する特別控除額を控除し

て得た額とし、当該合計所得金額が

零を下回る場合には、零とする。以

下同じ。）が１２５万円以下であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条

第１項、第３５条の２第１項又は第

３６条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第２２

条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とする。以下こ

の項において同じ。）が１２５万円

以下であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

イ （略） イ （略） 

（７） 次のいずれかに該当する者 ９

０，５００円 

（７） 次のいずれかに該当する者 ８

２，７００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（８） 次のいずれかに該当する者 １

０７，９００円 

（８） 次のいずれかに該当する者 ９

８，６００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（９） 次のいずれかに該当する者 １

１８，４００円 

（９） 次のいずれかに該当する者 １

０８，２００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（１０） 次のいずれかに該当する者 

１２８，８００円 

（１０） 次のいずれかに該当する者 

１１７，７００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（１１） 前各号のいずれにも該当しな （１１） 前各号のいずれにも該当しな



 

い者 １３９，２００円 い者 １２７，２００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（１２） 次のいずれかに該当する者 

１４９，７００円 

（１２） 次のいずれかに該当する者 

１３６，８００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

 （１３） 次のいずれかに該当する者 

１６０，１００円 

（１３） 次のいずれかに該当する者 

１４６，３００円 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

 （１４） 前各号のいずれにも該当しな

い者 １６３，６００円 

（１４） 前各号のいずれにも該当しな

い者 １４９，５００円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令

和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率は、同号の規定にかか

わらず、２０，９００円とする。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者

についての保険料の減額賦課に係る令

和２年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１９，１００円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

令和３年度から令和５年度までの各年

度における保険料率は、同号の規定にか

かわらず、３４，８００円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険

者についての保険料の減額賦課に係る

令和２年度における保険料率は、同号の

規定にかかわらず、３１，８００円とす

る。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第５条～第１８条 （略） 第５条～第１８条 （略） 

附 則    附 則 

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略） 

（令和３年度から令和５年度までの保

険料率の算定に関する基準の特例） 

第９条 第１号被保険者のうち、令和２年

の合計所得金額に所得税法（昭和４０年

 



 

法律第３３号）第２８条第１項に規定す

る給与所得又は同法第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得が含ま

れている者の令和３年度における保険

料率の算定についての第４条第１項（第

６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、

第１０号ア、第１１号ア、第１２号ア及

び第１３号アに係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第６号ア中

「租税特別措置法」とあるのは、「所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第１項に規定する給与所得及び同法

第３５条第３項に規定する公的年金等

に係る所得の合計額については、同法第

２８条第２項の規定によって計算した

金額及び同法第３５条第２項第１号の

規定によって計算した金額の合計額か

ら１０万円を控除して得た額（当該額が

零を下回る場合には、零とする。）によ

るものとし、租税特別措置法」とする。 

２ 前項の規定は、令和４年度における保

険料率の算定について準用する。この場

合において、同項中「令和２年」とある

のは、「令和３年」と読み替えるものと

する。 

 

３ 第１項の規定は、令和５年度における

保険料率の算定について準用する。この

場合において、同項中「令和２年」とあ

 



 

るのは、「令和４年」と読み替えるもの

とする。 

 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 議案第６号 木津川市介護保険条例の一部改正について 

担 当 課 高齢介護課 介護保険係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

「第８期木津川市介護保険事業計画」により算出した給付見込

額に基づき、令和３年度から令和５年度までの介護保険料を定め

るため、所要の改正を行うものです。 

また、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年

政令第３８１号）」の公布により「介護保険法施行令（平成１０

年政令第４１２号）」の一部が改正され、令和３年４月１日から

施行されることに伴い、所要の改正を行うものです。 

提案に至るまでの経緯 

・第８期介護保険事業計画を策定 
・介護保険事業計画等策定委員会（令和２年度５回開催） 
・政策会議（１月２７日） 

市 民 参 加 の 状 況 

□有  ■無 

 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまちづ
くり 

政 策 分 野 ４ 福祉 

施 策 
② 高齢者福祉 
ウ．住み慣れた地域で安心して生活できる支援体制
の充実 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

介護保険料につきましては、３年に１度、介護保険事業計画の
見直しにより変更になります。今回の改正につきましては令和３
年度から令和５年度の介護保険料を定めるための改正となりま
す。 
また、課税世帯の保険料算定に係る合計所得金額について、税

制改正に伴う不利益が生じないよう、特例を追記するとともに、
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る特別控除
について、所要の改正を行うものです。 

 

 


